
購 入 仕 様 書

１．件   名 令和３年度汎用構造解析ソフトウェアライセンス購入(その 2)

２．数   量  一式

３．納 入 期 限  令和４年 ３月１１日まで

４．納 入 場 所  茨城県つくば市南原１－６ 国立研究開発法人土木研究所

構造物メンテナンス研究センター橋梁構造研究グループ

５．概  要  本件は、当所が構造解析を実施するための汎用構造解析ソフトウェア

のライセンスの購入を行うものである。

６．仕  様

１）一般共通事項

国立研究開発法人土木研究所の契約に関する規定によるものとする。

２）特記仕様

別紙特記仕様書のとおり

７．検  査  物品納入後は、当所検査職員の立ち会いによる、本仕様書に基づく  
検査に合格しなければならない。

令和４年１月  12日

国立研究開発法人土木研究所

構造物メンテナンス研究センター

橋梁構造研究グループ

主任研究員 高橋 実 印



特 記 仕 様 書 
第１章 総 則 

 
第１条 適  用 

本特記仕様書（以下「本仕様書」という。）は、購入仕様書６．２）でいう特記仕様で

「令和３年度汎用構造解析ソフトウェアライセンス購入(その 2)」（以下「本購入」とい

う。）に適用する。 
 

第２条 疑  義 

本仕様書に記載された内容に疑義を生じた場合には、速やかに担当職員と協議するも

のとする。 

 

第３条 権利義務の譲渡等 
１．受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承さ

せてはならない。 
     ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 
   ２．受注者は、納品物(納品を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、

貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 
     ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

第４条 守秘義務 
１．受注者は、第３条権利義務の譲渡等により、購入の実施過程で知り得た秘密を

第三者に漏らしてはならない。 
   ２．受注者は、当該購入の納品物（納品処理の過程において得られた記録等を含む）

を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。 

   ３．受注者は、本購入に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を納

入計画書の納入組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該購入の遂

行以外の目的に使用してはならない。 
   ４．受注者は、当該購入に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報

を当該購入の終了後においても第三者に漏らしてはならない。 
   ５．取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとと

もに、当該購入のみに使用し、他の目的には使用しないこと。 
また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。 

   ６．受注者は、当該購入完了時に、購入の実施に必要な貸与資料（書面、電子媒体）

について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 
   ７．受注者は、当該購入の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若

しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注



者に報告するものとする。 
 
第５条 納入計画書 

受注者は、契約締結後速やかに以下の定めによる納入計画書を作成し、担当職員に提出

しなければならない。 
１．受注者は、契約締結後、14 日（休日等を含む）以内に納入計画書を 
 作成し、担当職員に提出しなければならない。 
２．納入計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 
（１）履行概要 （２）実施方針 （３）実施工程 （４）納入組織計画 
（５）納品物の品質を確保するための計画 （６）納品物の内容、数量 
（７）その他 

（２）実施方針又は（７）その他には、個人情報の取扱い、安全等の確保及び

行政情報流出防止対策の強化、適切な情報管理に関する事項も含めるものとする。 
   ３．受注者は、納入計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、

その都度担当職員に変更納入計画書を提出しなければならない。 
４．担当職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な納入計画に係る資 
料を提出しなければならない。 

 

第６条 担当職員 

本購入における担当職員は、国立研究開発法人土木研究所構造物メンテナンス研究セ

ンター橋梁構造研究グループ、主任研究員とする。 
 

第２章 調 達 内 容 

第７条 購入品 

汎用構造解析ソフトウェアは、次に示すソフトウェアにより構成され、ライセンスの

数量（トークン数）、ライセンスの開始日等は、次に示すとおりとする。本購入ライセ

ンス（ライセンスの数量5トークン）は、解析性能向上の目的のため追加購入するもので

あり、既存ライセンス（8トークン）と合わせて、非線形解析の2ジョブの同時解析およ

び線形解析のCPUコア数8コアの1ジョブの解析が利用するものとする。なお、以下に示す

ソフトウェアが構成に含まれていれば、それ以外のソフトウェアが構成に含まれていて

も可とする。 

 

 （１）汎用構造解析ソルバーソフトウェア 
      ソフトウェア名称：       SIMULIA Abaqus Extended Token 
      ソフトウェアのヴァージョン：2018以降から最新版のいずれか 

      トークン数：         5トークン（買取(PLC)） 



      ライセンスの開始日：     令和4年 3月14日 

 

［参考］既存の契約締結内容 

契約期間： 令和 4年 1月 31日から 令和 5年 1月 30日まで 

ライセンス有効期限： 令和 5年 1月 30日 

ソフトウェア名称とライセンス数量 

QXT-YLC: SIMULIA Abaqus Extended Tokens（トークン数） : 8 

QAX-YLC: SIMULIA Abaqus/CAE Extended : 2 

QAX-ALC: SIMULIA Abaqus/CAE Extended : 1 

 

第８条 保 守 
第７条（１）のトークン数の保守期間(ALC)は、令和 4年 3月 14日から令和 5年 1月

30日までとする。 
 受注者は、保守期間中、正常な使用状態でソフトウェアに障害や不具合が発生したと

きに、以下に示す対応（条件を含む）を行うこと。 
 
（１）サポートサービス受付時間、連絡方法、対応時間および受付回数 

１）サービス受付時間： 保守期間中の平日（月曜日～金曜日）9：00～17：00 
ただし、12:00～13:00 の昼食の時間帯、祝祭日、ゴー

ルデンウィークおよび年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日

まで）を除く。 
２）連絡方法：     主として、電話、メール、その両方。 
３）対応時間：     １）の条件で受付を完了してから、翌営業日以内（※）に

迅速に対応すること。 
 ４）サービス受付回数： 回数に制約がないこと(サービス受付回数は無制限)。 
 
※： ここでいう対応は、１）の条件で受付を完了したものに限る。 

 
（２）サポートサービスの内容（その１） 

１）ソフトウェア障害や不具合の原因、原因とする理由、問題点を特定し、解決を支

援すること。 
 （例えば、エラーメッセージ、ワーニングメッセージに関する情報支援を行い、原

因、原因とする理由、問題点を特定し、解決を支援すること。解析結果の不具合、

発散などの不具合について、原因、原因とする理由、問題点を特定し、解決を支

援すること。） 
２）ユーザサブルーチンについて、使用方法などを支援すること。 
３）解析手法、理論について支援すること。 
４）ハードウェアの障害なのかソフトウェアの障害や不具合なのか発生範囲の切り分

け支援をすること。 
５）最新版がリリースされた場合のバージョンアップ製品入手方法の提示  



６）使用方法（操作方法）、使用手順（操作手順）等の質問に対するユーザサポート  
７）サーバ更新に伴うネットワークライセンスの再発行 

 
（３）サポートサービスの内容（その２） 

発注者のハードウェアの障害がサポート対象ソフトウェアに起因し、（２）の情報

提示だけでは解決されないと判断した場合、発注者の意向に基づき、サポート対象ソ

フトウェアの開発元への対応依頼を代行すること。ここでいう対応依頼の代行が可能

なサポート対象ソフトウェアとは、発注者との間に有効なサポート契約を保持してい

るソフトウェア（第７条（１））を意味する。 
 
（４）保守の対象外の条件 

以下の場合には、保守期間内でも保守の対象外とする。 
１）使用上の誤り、不当な改造などによる障害又は不具合。 
２）日本国外の使用において発生した障害又は不具合。 

 
（５）オプションサービス 
   サポート対象ソフトウェアの利用に関して以下に示すオプションのサービスを提供

できること（サービス提供は本件には含まない。オプションとして可能であることを

意味する）。 
１）サポート対象ソフトウェアに関する技術セミナー（オプション） 

 
第９条 資料等の提出 

物品納入時に下記資料等を提出する。資料等の提出先は、国立研究開発法人土木研究

所構造物メンテナンス研究センター橋梁構造研究グループとする。 

１）保守の取扱説明書        １部 

 

 

第３章 そ の 他 

 
第１０条 その他共通要件 

本購入の実施に際しては、関係する諸法規及び条例等を遵守するものとする。 
 
第１１条 機密保持 
  受注者は、以下の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 

１．受注者において、本購入に関する業務に従事する者又は従事していた者は、本

購入の実施に際して知り得た発注者の情報を、第三者に漏らし、盗用又は本購入

以外の目的のために利用してはならない。 
２．受注者は、発注者から提供された個人情報及び業務上知り得た個人情報につい

て、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第



59 号）に基づき、適切な管理を行わなくてはならない。また、当該個人情報につ

いては、本購入以外の目的のために利用してはならない。 
３．受注者は、発注者から秘密情報を提供された場合には、当該情報の秘密性に応

じて適切に取り扱うための処置を講じること。また、本購入において発注者が作

成する情報については、担当職員からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 
４．受注者は、情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされる時又は受注者に

おいて本購入に係る情報セキュリティ事故が発生した時は、必要に応じて発注者

の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 
５．受注者は、発注者から提供された秘密情報が本購入完了等により不要になった

場合には、確実に返却又は破棄すること。また、本購入において受注者が作成し

た情報についても、担当職員からの指示に応じて適切に破棄すること。 
６．１から５までのほか、担当職員は、受注者に対し、本購入の適性かつ確実な実

施に必要な限りで、秘密を適正に取り扱うために必要な措置を採るべきことを指

示することができる。 
 
第１２条 個人情報の取扱い 

① 基本的事項 
 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するため

の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人

情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）、独立行政法人等の保

有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 59 号）、行政手続

における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律（平成 25 年 5 月 31 日法律

第 27 号）等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん

又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければ

ならない。 
  ② 秘密の保持 

 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者

に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 
    この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 
  ③ 取得の制限 

 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あら

かじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 
 また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取

得しなければならない。 
  ④ 利用及び提供の制限 

 発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利

用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 
  ⑤ 複写等の禁止 

 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理す

るために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製し



てはならない。 
  ⑥ 再委託の禁止及び再委託時の措置 

 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理す

るための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事

務を再委託してはならない。 
 なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適

切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要

な措置を講ずるものとする。 
  ⑦ 事案発生時における報告 

 受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを

知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、

発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。 
 また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

  ⑧ 資料等の返却等 

 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者

が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は

解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。 
 ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従う

ものとする。 
  ⑨ 管理の確認等 

  (A）受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事

務に係る個人情報の管理の状況について、年１回以上発注者に報告するものとする。 
 なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係

る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況に

ついて、受注者が年１回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものと

する。 
 （B）発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認すること

ができる。 
 また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況につい

て報告を求め、又は検査することができる。 
  ⑩ 管理体制の整備 

 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するな

ど管理体制を定め、納入計画書に記載するものとする。 
  ⑪ 従事者への周知 

 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関し

て知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用しては

ならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 
 
第１３条 行政情報流出防止対策の強化 

① 受注者は、本購入の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策を



とり、納入計画書に流出防止策を記載するものとする。 
② 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなけ

ればならない。 
（関係法令等の遵守） 

 行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の

指示する事項を遵守するものとする。 
（行政情報の目的外使用の禁止） 

 受注者は、発注者の許可無く本購入の履行に関して取り扱う行政情報を本購入の

目的以外に使用してはならない。 
（社員等に対する指導） 
 (A) 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱

託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以

下「社員等」という。）に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を

図るものとする。 
 (B) 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させる

ものとする。 
 (C) 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再

委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指

導を行うこと。 
（契約終了時等における行政情報の返却） 
 受注者は、本購入の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許

可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本購入の実施完了後

又は本購入の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接

発注者に返却するものとする。 
 本購入の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。 

（電子情報の管理体制の確保） 
(A) 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下「情報管理

責任者」という。）を選任及び配置し、納入計画書に記載するものとする。 
(B) 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 

 (ｲ) 本購入で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリ

ティ対策 
 (ﾛ) 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 
 (ﾊ) 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 

（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保) 
 受注者は、本購入の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をして

はならない。 
 (ｲ) 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 
 (ﾛ) セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 
 (ﾊ) セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 
 (ﾆ) セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 



 (ﾎ) 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 
（事故の発生時の措置） 
 (A) 受注者は、本購入の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由

により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものと

する。 
 (B) この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の

補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 
 
第１４条 情報管理体制 

① 受注者は、本購入で知り得た保護すべき情報（契約を履行する一環として契約相   

手方が収集、整理、作成等した情報であって、発注者が保護を要さないことを同

意していない一切の情報をいう。以下同様。）を適切に管理するため、次の履行体

制を確保するとともに、発注者に対し「情報管理体制図」及び「情報取扱者名簿」

（別紙様式）を提出し、発注者の同意を得ること。 
また、これらに記載した情報に変更がある場合は、予め発注者の同意を得ること。 

（確保すべき履行体制） 
・本購入で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必

要な範囲の者とすること。 
・本購入で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達

又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。 
・発注者が同意した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブラン

ド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対

して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外

の者に対して伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。 
② 本購入で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩      

してはならない。ただし、発注者が同意した場合はこの限りではない。 
③ 本購入で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後におけ      

る取扱い（返却・削除等）については、発注者の指示に従うこと。 
④ 本購入で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事      

故や恐れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等      
について直ちに発注者へ報告すること。 
 なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には、発注

者が行う報告徴収や調査に応じること。 
 
第１５条 その他 

１．取引停止処置 

本購入に係る提出書類（競争参加資格技術審査申請書を含む）に重大な誤り若

しくは虚偽の表示があった場合、発注者は、受注者に対し、取引停止等の処置を

講じる場合がある。 

２．本購入実施上の言語 



本購入において、発注者と受注者の間で使用する言語は、日本語とする。 

３．暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 

（１）受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを

拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うと

ともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

（２）（１）により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに

その内容を記載した書面により発注者に報告すること。 

（３）（１）及び（２）の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措

置を講じることがある。 

（４）暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被

害が生じた場合は、発注者と協議すること。 
 

以  上 



【別紙様式】  
                              （情報管理別紙－１）  
 

情報取扱者名簿及び情報管理体制図  

① 情報取扱者名簿     ※情報取扱者は、本購入の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。  

氏名 住所 生年月日 所属部署 役職
情報管理責任者(※１) A
情報管理取扱管理者(※２) B

C
業務従事者 D

E
○

再委託先 F
○
○  

(※1)本購入における情報取り扱いのすべてに責任を有する者。  
(※2)本購入の進捗状況などの管理を行う者で、本購入で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。  
(※3)本購入で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。  
※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。  

 
② 情報管理体制図  

  （例）  

    

情報取扱者

情報管理責任者

情報管理取扱管理者

業務従事者

再委託先

Ａ

Ｂ(進捗状況管理) Ｃ(経費情報管理)

Ｄ Ｅ

Ｆ

 
※本購入の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること。（再委託先も含む）。  

 
③ その他  

  ・別途提出している資料により必要な情報を確認できることを担当部局が認める場合に

は、当該資料で代用することができる。  
  ・情報管理規制等の内規を別途添付すること。  
  ・必要に応じ、本情報管理別紙－１記載の内容を確認するため追加で提出を求める場合

がある。  


